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令和2年1 2月9日判決言渡 岡田原本交付裁判所書記官

令和元年体沸 785 号 損害賠償請求控訴事件（原審・福岡地方裁判所平成 28年初

第 8 8. 9号）

口頭弁論終結の日 令和2年8月 ira

判 決

控 訴 人

同訴訟代理人弁護宝 赤 松 秀 岳

井 下 顕

佐 藤 博 文

木 佐 茂 男

西 田 隆

東京都千代田区霞が関 1 → 1-1

被 控 訴 人 国

同代表者法務大臣 上 J 11 陽 子

向指定代 理 人 九 谷 福 弥

大 JI I 博 幸

大 揮 佳 奈

石 本 弥 子

東 圭 介

村 田 純

松 本 幸 子

主 文

1 原判決を次のとおり変更する。

. (1）被控訴人は，控訴人に対し， 268 万 2086 円及びこれに対する

平成 28年 4月 9 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支
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払え。

（羽控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は，第 1, 2 審を通じてこれを 1 0 分し，その 1を被控訴人

の負担とし，その余を控訴人の負担とする。

5 3 この判決の第 1項（ 1）は，本判決が被控訴人に送達された日から 14日

を経過した ときば，仮に執行することができる。ただし，被控訴人が，

控訴人比対し， 2 1 5 万円の担保を供するどきは，その執行を免れるこ

とができる。

事 実 及 び 理 由

IO 第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は，控訴人に対し，2297 万2380 円及びこれに対する平成28

年4月9日 ・から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。

第2 事案の概要〈略称等は，特に断らない限り，原判決の表記による。）

15 1 本件は，被控訴人の設置する防衛大学校（防衛大）に2学年時まで在校し，そ

の後退校した控訴人が，在校中，防衛大の8人の在校生（本件学生ら）から，暴

行，強要等の加害行為（本件各行為）を受けたことに関し，防衛大の組織として，

又はその履行補助者である防衛大の教官等において，本件各行為を防止するため

の対応を怠ったことなどについて安全配慮義務違反があり，この安全配慮義務違

20 反により，本件学生らによる本件各行為の発生を防ぐことができず，控訴人はこ

れにより精神的苦痛を受けるとともに，防衛大からの退校を余儀なくされたなど

左主張し，被控訴人に対し，債務不履行に基づく損害賠償請求として，損害額合

計2297 万2 3 8 0 円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成2 8

年4月 9 日から支払済みまで民法（平成 2 9年法律第44号による改正I前のも

お の。以下岡山）所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ

る。
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原判決は， 控訴人の請求を棄却した。控訴人は，原判決を不服として控訴した

上， 当審において，防衛大の教官らは，防衛大内部において学生聞における暴力

等の加害行為が起こらないように学生を指導監督すべき注意義務を負っていた

にもかかわらず， これを怠った過失があり， その結果， 本件学生らiζよる控訴人

に対する本件各行為の発生を防止することができず，控訴人が損害を被ったもの

であるから， 被控訴人は， 国家賠償法（以下T国賠法Jという。）工条1項に基

づき，防衛大の教官らの上記過失によって控訴人が負。た損害について賠償義務

を負うとして，－被控訴人に対じ， 同項に基づき， 債務不履行に基づく損害賠償請

求と同額の支払を求めるー請求を選択的に追加した。

10 2 前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張はh 後記3のとおり補正L，後

記4のをおり控訴人の当審における主張を，後記5のとおり被控訴人の当審にお

ける主張を， それぞれ付加するほか，原判決「事実及び理由」第2の1から3ま

でに記載のとおりであるから， これを引用する。

3 原判決の補正

15 (1）原判決5頁 9 行固から10行目にかけての「乙チ 60 J を「甲 A 1 4, Hi

1 7 ， 乙チ 60, 68, 116 」に改める。

(2）原判決5頁12行目から問頁1 4行固までを次のとおり改める。

「 学生は，防衛大の敷地内にある学生舎において，学年を異にする複数の者が

同ーの居室で起居を共にし，各室の4学年の者が室長及び副室長を務める。各

20 居室は， 自習室と寝室に分かれている。 （乙チ55, 60, 125 ， 弁論の全

趣旨） J 

(3）原判決 6頁11行自のほから 6頁J を「5丁， 6TJ に， 同頁12行目の

「1 6頁， 22頁」を「1 6丁， 22‘了」に， それぞれ改める。

性）原判決7頁4行固から5行自にかけての「何らかの罰ゲー ムをするように指

ぉ 示する」を：「何らかの罰ゲー ムを受けるよう指示し， その罰ゲー ムの内容によ

って累積した点数を減らす」に改め， 同頁 6 行目の「， Cl 」を削り， 同頁 1
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0 行自の「弁論の全趣旨」を「甲 Al 1·, B2, 3, 5，弁論の全趣旨Jに改

める。

(5）原判決_l 0 頁 3 行目から 4 行自にかけての「絵柄のスタンプ」の後に「（L

INE において相手やグループに送信することができる絵やデザイン）」を加

5 える。

(6）原判決11頁6行自の F平成26年j から同頁8 行目の「（乙チ8 1) , J

までを「控訴人は，平成26年5月.9日，防衛大学生相談室（以下「本件相談

室」という。）を訪れ，同日相談員を務めていた圃薗（以下「画官談員j

という。）に対し，指導学生からのペナルティ ー が厳しく，つらいと述べた（乙

10 チ8 1）。」 に改める。

(7）原判決1 1頁11行自の「本件相談員Jを「画醐Jに改める占

(8) 原判決12頁8 行目から同頁1 5行自までを次のとおり改める。

「キ 平成26年8月以降の対応（本件学生らの行為全般について）

平成26年8 月，控訴人が防衛大 において暴力を受けたことを報じる新聞

16 報道がされ，控訴人が，本件各行為について本件学生らに対して告訴をした。

これを受け，防衛大は，同月以降，指導教官や学生らからの事情聴取等の調

査を行い，E酢毛看火行為及。画陰部吸引行為が行われていたことを初

めて把握したほか，E司Eが ， 同年4月中旬頃，中隊対抗のカッタ｝競技会（カ

ッタ ー は手漕ぎのボートである。乙チ11 6，分離前相被告圃耳目に向けて

20 行われたミ ーティングの際， 22中隊の他の 4 学年の学生とともに，控訴人

を含む22中隊の2学年の学生全員に対し暴行等を行ったこと（以下fカッ

ター暴行事件Jという。）を把握した。 （甲 Al, 5, 6, fI118 から1

2 1 まで，乙チ1 3 の1 ・ 2，弁論の全趣旨） J

但）原判決1 8頁3行自の後に改行して次を加える。

25 「件） 1 学年時の教官らの記録の不備

1学年時の教官らが， 1学年時に控訴人に対してされた加害行為のうち，
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われた事実が把握されていたのであるから 各指導教官が指導監督を行うに当

たっては，細心の注意が払われねばおらず，とりわけ，被害の通報や相談があ

った場合には，指導監督を行う上で，何よりもまず事実確認をすることが必要

であったにもかかわらず，各指導教官が指導監督に必要な事実の調査を怠った

5 ととは明らかである。かっ，各指導教官は，事態の悪化を防止する対策を講ず

るとともに，控訴人に健康被害が生じていれば，その心身の被害を回復するこ

とができるよう配慮するとともに，加害行為によって悪化している勤務環境を

改善し，控訴人がその後さらに不利益を受けることがないようにすべきであっ

たところ，これを怠ったため，控訴人の訓練環境は深刻な程度に悪化し，これ

10 が控訴人の健康被害の累積に及。t，重度ストレス反応を発症し，退校に追い込

15 

まれたので、あって，指導教官らに注意義務違反があったことは明らかで、あるd

(2) 控訴人が主張している被控訴人の安全配慮義務は，国賠法上の注意義務とほ

ぼ重なるものであり，被控訴人の安全配慮義務違反に関して控訴入が主張して

いる1学年時の園教官，園教官及び圃量教官の対応並びに2学年時の園教

官及び薗教官の対応（原判決「事実及び理由J第2 の 3 (1）の控訴人の主張ウ

及びエ）からすれば，これらの指導教官らに注意義務違反の過失があったこと

は明らかである。

また，控訴人は，平成26年5月9日，E司自からのエスカレートする暴力に

耐えられなくなり，本件相談室を訪れ，園相談員に相談し，身体中の癒を見

20 せたにもかかわらず，園相談員は， 「まあ，頑張って耐えろ，湿布を貼って

おけ。 j 「ー（ 1年後の） 4月の会議で話す。」などと言うだけで，何らの措置

を執ることもなかった。園相談員は，学生間指導に名を借りた凄まじいまで

の暴力を認識したのであるから，直ちに防衛大のトップに連絡を取り，被害調，

査を行い，控訴人に対する暴力をやめさせるよう助言すべきで、あったにもかか

お わらず，何らの措置も執らずに漫然左放置したのは，明らかな注意義務違反で

ある。
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(3）控訴人の損害は，指導教官らの上記注意義務違反の過失がなければ生じなか

ったものであるから，被控訴λは，a 控訴人に対し，国賠法 1 条 1 項に基づき，

控訴の趣旨 2 項の金額の損害賠償義務を負う。

住）控訴人については，本件訴えを提起した時点で，損害が確定していたわけで

6 1 はないから，消滅時効そのものが進行を開始していなわ。

また，安全甑鹿義務違反に基づく損害賠償請求ι 国賠法 1 条 1 項に基づく

損害賠償請求は， 基本的な請求原因事実及び経済的な給付の目的が同 一 であ

る。したがって，控訴人は，加害行為及び損害を知ってから3年以内に，本件

の訴えを提起し，国賠法 1 条 1 項に基づく損害賠償請求と基本的な請求原因事

10 実及び経済的な給付の目的が同一である安全配慮義務違反に基づく損害賠償

請求をしていたのであるから，同項に基う、く損害賠償請求権につき催告が継続

していたといえ3 同損害賠償請求権の消滅時効は完成しでいない。

5 当審における被控訴人の主張（控訴人の当審における補充主張に対する反論

等）

15 (1）控訴人が本件学生らから暴行等を受けたことを指導教官らが認識した後，指

20 

導教官らは，直ちに事実確認，本件学生らへの指導，医務室への受診，メンタ

／レヘルス係と面談の実施等の必要な措置を執っており，これらの対応によって

控訴人に対する暴行等はやんでいるのであるから，指導教官らに職務上の注意

義務違反は認められず，国賠法上の違法性はない。

園相談員は，防衛大の学生からの相談において，学生が自殺に及ぶ可能性

があるとか，傷害等の事件に発展するおそれがあるなど，事件性が感じられる

場合には指導教官に連絡することとしていたが，控訴人か ．らの相談について

は，控訴人から上級生の指導が厳しいというた相談を受けた記憶はあるもの

の， 自らの具体的な発言内容は記憶しておらず，他の教官らに特段の連絡をし

25 ていない。これらの状況に照らすと，控訴人との百談の際，園相談員は，面

談の内容から，控訴人の自殺の危険や，傷害等の事件に発展するおそれは見受
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けられず，他の教官らに連絡をする必要もないと判断したと考えられ，その判

断に不合理な点はなく，職務止の注意義務違反はない。

（却控訴人は，遅くとも本件訴えを提起した時点において， 国賠法 1 条 1 項に基

づく損害賠償請求に関し，損害の発生を現実に認識し，被控訴人に対する賠償

5 請求が事実上可能な状況の下に，その可能な程度に損害及び加害者を知ったと

いえるから，被控訴人に対する国賠法 1 条 1 項に基づく損害賠償請求が追加さ

れた令和2年1月27日までに，同項に基づく損害賠償請求権の3年の時効期

聞が経過しており，上記損害賠償請求権は時効により消滅している。

なお，安全臨慮、義務違反に基づく損害賠償請求権と，国賠法 1 条 1 項に基づ

10 く．損害賠償請求権は，成立要件を異にしており，実体法上別個独立の請求権で

あるから，安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求の主張がされたことをもっ

て，国賠法 1 条 1 項に基づく損害賠償請求について裁判上の請求があったとみ・

ることはできない。しかもh控訴人は，原審において，被控訴λに対する請求

は国賠法に基づく請求ではなく民法4 1 5条の安全配慮義務違反による損害

15 賠償請求であるとして，あえて国賠法に基づく損害賠償請求ではないことを明

確にしていた。したがって，被控訴人に対する安全配慮義務違反に基づく・損害

賠償請求訴訟の提起をもって，国賠法
ー

に基づく損害賠償請求権についての権利

主張があったと認めることはできず，裁判上の催告があったと認める余地もな

し、。

20 被控訴人は， 令和 2 年 S 月 4 日の当審第 1 回口頭弁論期日において，上記時

効を援用するとの意思表示をした。

第3 当裁判所の判断

1 認定事実

前記補正の上で引用した原判決の前提事実（以下，単に「前提事実」という。），

25 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。

{1) 防衛大における補導一般及び学生聞指導に対する補導
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ア 防衛大においては，学生隊生活，教育訓練及びその他諸般の学生の行動に

おいて，学生をして国家社会の一員としてはもとより，幹部自衛官としての

職責を理解してこれに適応する基本的な資質を修得させるための学生に対

する指導を補導と称している。 （甲 H 11 7)

!> イ 防衛大においては，各学生について指導記録が作成される。これは担当指

導教官が各学生について直接記録するものであり，学生の入校以前の生活

歴，入校動機，性格，入校後の生活状況， 成績， 課外活動， 健康状態等につ

いてその都度記録し，更にこれを追随し観察し，それによって学生の進歩向

上の促進又は問題点の指摘と助言等に資するものであるとして，補導の基本

10 的手段として重要な事項の一 つであると位置付けられている。指導 記録に担

当指導教官が記入する項目のーっとして，指導実施記録記事があり，学生の

思考又は心理的変化の状況， 事故の詳細， 共通補導に現れた特異な徴候，健

康状況など，記入すべき事項が具体的に決められているが，担当指導教官が

交代しても本人の概形がつかめるよう，でき得る限り具体的に記入すべきで

10 あ石とされている。 （甲 H117 (79 丁から 85Tまで）， 乙チ1 0 3 か

ら1 0 9.まで）

ク 控訴人が防衛大に在学していた時期において，学生間指導に対する補導と

しては，中隊指導教官が，訓練科目として行われる講義であるf共通補導科

目J，において，その中隊に所属する学生らに対し， 「学生必携」や「学生間指

20 導のガイドラインJ等に基づいて，学生間指導に際して暴力や威圧による指

導をしてはならないことなどを指導していた。また，中隊指導教官は，小隊

指導教官を指揮してs 適宜，各小隊の状況につき報告を受けるともに，毎朝，

中隊学生長及び中隊週番学生から学生らの状況につき報告を受け，必要があ

れ出個々の学生と直接面談するなどしていた。

ぉ 小隊指導教官は，中隊指導教官の指揮の下，共通補導科目の内容を補足す

る形で，朝礼キ集会の際に，学生間指導の在り方について，その小隊に所属
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10 

する学生らに教育を行うとともに，毎朝，小隊学生長及び小隊週番学生から

学生らの状況につき報告を受け，学生間指導の内容に問題があれば，必要に

応じて中隊指導教官の指示を仰ぎつつ，小隊学生長等を通じてこれを是正

し，異変のある学生とは個別に面談するなEしていた。

中隊指導教官及びその中隊に所属する小隊の小隊指導教官らは，いずれも

同じ指導教官室で勤務し，適宜，各小隊及び中隊全体の状況につき情報を共

有し，連携する体制をとっていた。

（甲 H117 (25 丁から 3 3 丁まで），乙チ4 6, 4 7 （添付資料1 6),

64, 119 から 1 2 3まで，証人圃置，同国・同・圃，岡

田園）

(2) 防衛大における学生間指導の実態及びこれに関する教官の認識

ア 平成22年 4月に防衛大訓練部が作成した服務指導参考資料「学生間指導

のガイドラインJ （乙チ47 添付資料2 ）では，「暴力的指導や下級生に対

する不当な強制をもってする指導は厳に慎まなければならない。 J 「指導は

16 体罰を厳禁し，率先垂範及び口頭による指導を原則とする。」など，学生聞

指導において暴力を用いてはならないことが記載されていた。また，平成2

5年に策定された「学生間指導の留意事項J （乙チ47添付資料3） には，

「上級生の下級生に対する指導は，慈愛をもって懇切に，言葉をつくして行

うべきであうて，暴力，いじめなどに依るべきではなく，また，これを徹底

zo するのは極めて，重要である。なぜなら，究極の実力機関である自衛隊の幹部

に 暴力の私的行使，違法な行使はあってはならないからで、あるd J との記述

がある。 （乙チ4 7) 

イ 「防衛大学校改革に関する検討委員会J が平成 2 3 年 6 月 1 日に発表した

「防衛大学校改革－に関する報告書」には， 「不祥事の防止J と題する項目の

お 中に， 「防衛大学校では，教育，訓練から学生舎生活にいたるまで徹底した

規律指導を実施しているが，残念ながら不祥事は根絶されるには至らず，毎

10 



年のように大小の事案が発生している。近年の不祥事の傾向として，集団に

よる不適切な学生間指導などの事案，特に土級生が主導し下級生を巻き込ん

で引き起こす例が見られる。また，上級生（特に4学年）になるほど，事案

が増える傾向にある。」との記述が存在する。（甲H69) 

5 ウ 防衛大においては，平成20年以降，控訴人が休学するに至った平成26

年まで，学生が「私的制裁」（誤った下級生指導。通常，上級生が下級生を

指導するという理由で不当に肉体的文は精神的な苦痛を与える行為をい

う。）を理由として懲戒処分を受ける事案が毎年複数件発生していた。

学生が服務規律に違反した場合には，その学生を担当する小隊指導教官が

10 事故報告を作成して，中隊指導教官，大隊指導教官及び司11練部長に報告し，

訓練部が，当該服務規律違反行為につき，’懲戒手続に移行するか，訓練部長

注意や犬隊指導教官注意等の部内指導とするかの方針を決定した。訓練部で

は，服務規律違反が発生した場合に懲戒手続に移行するか部内指導とするか ’

の区別の基準に関する内規が存在し，平成24年1 2月の時点での基準で

15 は，私的制裁の場合，外傷がある場合又は被害者が退校を考えるなど心的被

20 

25 

害が大きい場合には懲戒手続に移行し，それ以外の場合は部内指導とされて

いた。

（甲A8の1 ・ 2, 9, Hlll, 117 (96丁から1 0 9丁まで） ' 1

4 l, .2:iチ1 3 0) 

ヱ 平成26年8月に実施された本件アンケ｝トでは，防衛大に入校してから

組相ポイント制を「やられたJと回答した学生が各大隊の約29%から6

4%, 「見たJと回答した学生が各大隊の約48%から7 4%にものぼり，

学生間指導において殴る又は蹴るのを見た文は聞いたことがある学生も一

定数存在した。（前提事実（5）ア）

ォ園教官，園教官，園教官，圃教官，E酔官及び園教官は，控訴

人に対して本件各行為がされた当時，学生聞で粗相ポイント制が行われてい

11 



るととは認識しておらず，学生間に暴力や不適切な指導等も是とする認識が

蔓延しているとの認識までは有していなかったが，現に暴力的指導を理由に

服務規律違反の処分を受ける学生が毎年一定数存在することから，一般に学

生間指導の際に暴力が用いられることがあり得るという程度の認識はあっ

5 た。（甲 AB のl，証人・圃・同国圃E，同・圃，同・圃E同．

置掴，岡田園）

(3) ..陰毛着火行為及びこれに対する指導教官の対応等

ァ置置は，平成 25 年 6 月 14 日の午後 9 時から 9 時 1 0 分までの休憩時間

l （自習時間の聞の休憩時間）中 205号室の自習室において，控訴人に対

10 
・ し，粗相ポイント制においで累積した点数を減らすための罰ゲー ムとして，

16 

風俗店に行くよう求めたが， 控訴人はこれを拒絶した。E置は，控訴人に，

陰毛に火をつける罰ゲームを受けるよう求め，控訴人はこれを受け入れた。

E掴は，控訴人以外の1学年の学生に対し，ドア付近で見張りに立つよう指

示じた上，やむなく自ら下半身裸となった控訴人の陰部に消毒用アルコ ール

を1 0回程度吹きかけ，ライタ ーで控訴人の陰毛に着火した。火はいづたん ・

大きく燃え上がったが，長い時間燃え続けることなく消えた。控訴人は，こ

れによりやけどを負い，出入口とは反対側の壁の近くiとある園の机と壁の

聞にうずくまり，下半身にタオルケットを掛け，氷水を入れたボトルで陰部

を冷やした。（甲 Al, 6, 11, Bl から 5 まで，乙チ 1, 3, 4 ，控訴人

20 本人〔第 1; 2回），分離前被告9*人）

25 

ィ園教官は，同日目 4 大隊の当笹勤務に当たり，午後 9 閥均，第 4

号学生舎の巡回を開始し， E置陰毛着火行為からそれほど時聞が経過してい

ない時点で205号室を見回りに訪れた。その際，2 室内が騒がし《，E覇の

机の背後に控訴人がうずくまっている様子を見たが，他の学生から，控訴人

が陰部をぶつけて痛がっていると聞いたことから，特段異常な事態とは考え

ず，E置齢毛着火行為が行われたことには気付かないまま，打った箇所を処

12 



5 

10 

置するように指示して立ち去った。（乙チ 2, 4 から 6 まで； 8,10,11,

註入園圃）

ゥ － その後，控訴人は，陰毛着火と剃毛行為はセットの罰ゲームであるという

IISo指示に従い，自らかみそりで陰毛を剃った（剃毛行為）。これにより，

控訴人の陰部は，やけどに加え，剃毛行為による出血も生じた。（甲B3，控

訴ん本人〔第1回〕）

ェ圃教官，園教官・及び園教官 （以下，この3人の指導教官を併せて圃

圃教官ら」という。）陪，本件各行為に関する後記（9）ウの調査が開始されるま

で，園陰毛着火行為について把握していなかった。（証人・圃，同国・

．同・圃目）

但im薗反省文提出指示行為及びこれに対する指導教官の対応等

ア 控訴人は，平成25年8月25日から居室が202号室となり， E置とは

別室になった。（前提事実（3）ア（仇・甲Al'.l)

ィ E置は，平成25年9月半ば頃，週番学生として見回りをした際，控訴人

15 が，以前に同様の注意をしていたにもかかわらず，自習時間中の使用が禁止

されている携帯電話を操作していたことから，同月 1 7日，控訴人に対 ＇L,,

反省文を書いて提出するよう指示した。控訴人は，同月 1 8日の朝に反省文

を置置に提出したが，E置から書き直しを命じられ，同月 1 9日の朝に再度

反省文を冨置に提出した。その後，E・は，控訴人が中休みの時間に携帯電

20 話を操作しているのを；認め，同月24日，反省文を提出するよう控訴人に命

じ，その後，同年1 0月8日まで，ほぽ連日，日によっては一日に数回，反

省文を提出させては書き直しを命じることを繰り返した（置置反省文提出指

示行為 ）。

また，E置は，同じころ，控訴人に対し，制服の名札が汚いからという理

25 由で何度も縫い直しを命じた。

控訴人は，定期試験期間前及び試験期間中であったにもかかわらず，園

13 



反省文提出指示行為や名札の縫い直じの指示に対応したため，睡眠時聞が不

足する状態が続いた。

（甲Al, 6. B4, 6, H88の1・2，乙チ1 6, 1 7，控訴人本人〔第

1回〕， 分離前相被告置置本人）

5 ウ 平成25年1 6月8日頃，控訴人の母から，園教官に対し，控訴人が圃

10 

－�ら反省文の提出を強要されている旨の情報酬がされた。園教官は，

圃教官の指示により控訴人から事情聴取をしたところ，控訴人は，自習時

間中に携帯電話を操作していたことで，週番学生の菅家から，反省文を.A.4

用紙に3枚程度書かされ，また，些細なことで何度も書き直しを求められて

いると述べた。園教官は，控訴人に深刻そうな様子がないと認識したため，

それ以上に，控訴人に対し，反省文の頻度や枚数を尋ねることや，反省文の

現物を実際に確認することはせず，自習時間中に携帯電話を使用しではなら

ない旨注意した。また，�官は，圃教官の指示により園＝ら事情聴取

をしたところ，E置は，控訴人が複数回にわたり自習時間中に携帯電話を操

15 作しており，口頭で注意しでも改善が見られなかったことから反省文を書か

せたが， 控訴人の考えが浅かったため何度も書き直しを命じた旨述べた。

そして，圃教官は，回教官及び園教官から，控訴人及び臨つ言い分

にづいて報告を受け，置置か自習時間中に携帯電話を操作していた控訴人に

反省文を書かせること自体は指導方法の一つであるが，定期試験の時期に些

初 細なことで何度も反省文を書き直しさせる方法は不適切であると半lj断し，圃

教官に対し，E置や小隊学生長等にその旨指導するように指示した。

これを受けて，園教官過酷，園教官は423小隊の小隊学生長を，

それぞれ指導した。瞳掴は，控訴入に反省文を提出させることをやめた。

その後，園教官は，複数回，固に対し，控訴人に反省文を書かせること

お をやめたかどうかを軌，これをやめた旨の返答を得叩岨教官らは，

中隊学生長等から，E置が控訴人に反省、文を書かせているとの報告がないこ

14 












































































